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がんは働きながら治す！
一億総活躍社会のためのがん教育

─追補版─
　日本は、65歳の定年までにおよそ６～７人に１人が、がんに
罹患するといわれる「がん大国」です。また、今後も働く人の
がんは増えていくといわれ、“がんの治療をしながら働く人を
支援する”ことは企業においても喫緊の課題となっています。
　そこで、本書では日本経済新聞連載『がん社会を診る』の
著者である東京大学医学部附属病院放射線科 放射線
治療部門長の中川恵一氏を中心に、企業における「働く人の
がん」支援について企業側と医療側が知っておきたい知識
を１冊にまとめました。
　今回の版では、巻末付録に「がん対策推進基本計画の
概要図」を収録いたしました。
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第１部　働く人とがん
Ⅰ　働く人とがん
⑴負のイメージから抜け出そう
⑵「辞めない」こと、「辞めさせない」こと
⑶わが国の労働環境とがん
⑷がん対策の流れと基本計画
⑸高齢者が働く人の１割に
⑹働く女性とがん
⑺労災型のがんを見過ごすな

Ⅱ　職場における予防と検診
⑴職場における一次予防（喫煙・飲酒・感染症）
⑵職場における二次予防（がん検診）

Ⅲ　国を挙げてがんと向き合う
⑴がん対策基本法とがん対策推進基本計画
⑵がん対策加速化プラン
⑶「がん教育」の推進
⑷がん対策推進企業アクション
⑸第１回がん対策推進企業表彰
⑹中小企業がやれること
⑺健康経営の視点から取り組む

Ⅳ　働きながらがんを治す
⑴事業場における治療と職業生活の両立支援
のためのガイドライン

⑵さまざまな角度から「就労支援」を考える
⑶医師から見たがんの「就労支援」

第２部　がんを知る
Ⅰ　がんの５つの予防
⑴がんとの関わり方
⑵がんの５つの予防
⑶０次予防：医学情報リテラシー
⑷一次予防：がんになりにくい生き方をする
⑸二次予防：がん検診
⑹三次予防：がんを治療する
⑺四次予防：がんによる苦痛をなくす

第３部　座談会
「みんなが働かないともたない社会」
中川恵一氏
（東京大学医学部付属病院放射線科准教授）
今村　聡氏
（日本医師会副会長）
木谷　宏氏
（県立広島大学経営専門職大学院教授）
渡辺真俊氏
（厚生労働省健康局がん・疾病対策課長）

日本
医師会
推薦

企画・監修　中川恵一
中川恵一・関谷徳泰 著／体裁：四六判／本文268頁／定価（本体1,500円＋税）／ISBN 978-4-86319-663-6
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（厚労省・業務改善助成金の助成額を大幅見
直し）７人以上時給30円引上げで最高100万
円／（29年就労条件総合調査結果）年休の取
得率は２年連続で上昇して49.4％に／（今春
新卒予定者の就職内定状況）大学の内定率は
前年同期比1.0ポイント増の86.0％／ほか
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労務相談室
〔休日や年休日の業務連絡の時間〕賃金の支払い求められたら ──── 48
〔勤務間インターバル制度を検討〕導入のポイントは ──────── 50
〔人間ドック結果に基づき休職を命令〕休業手当の支払い必要か ─── 52

賃 金 関 係
労 働 時 間
労働基準法

弁護士・新弘江
弁護士・田島潤一郎
弁護士・小川和晃

回答者

＊＊本誌ご購読の皆様へ＊＊

ビジネスセミナー「労働塾」のご案内http://rouki.chosakai.ne.jp/
バックナンバーが閲覧できます!!

雇用型テレワークガイドラインは、在宅勤務ガイドラインを改正し、雇用型テレワーク全般を対象としたもので、勤務
途中の中抜け時間などテレワークに際して生じやすい事象の留意点の明示や、事業場外みなし制度を適用できる条件の
明確化、テレワークによる長時間労働を防ぐための手法を例示するなどの改正がなされている。一方、自営型テレワー
クガイドラインは、テレワーカーと発注者の契約を前提とした旧ガイドラインについて、仲介事業者にもガイドライン
を守るべきことを示すとともに、インターネットで受発注を行うクラウドソーシングの普及に伴い、仕事を募集する際
に明示すべき事項を追加するなどの改正が行われている。

雇用型テレワークにおける
長時間労働等を防ぐ手法など例示

雇用型・自営型テレワークガイドラインの内容── 6特集

（編集部）

●連載　労働スクランブル○312（労働評論家・飯田
康夫） ─ 40●労務資料　平成29年賃金引上げ等の
実態調査結果②～賃金の改定事情等～ ─ 42●本誌
読者アンケート ─ 47●わたしの監督雑感　愛知・
名古屋東労働基準監督署長　織田和成 ─ 54●今月
の資料室 ─ 56

アンケートへのご協力をお願い致します（47ページ）

──────── 16

基本手当受給中の者は原則
被扶養者と認められない

（編集部）

第２回「健康保険等の被扶養者」
●知れば得する社会保険

新
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画

───── 37●知っておくべき職場のルール

事業場外労働でも労働時間の
算定可能なら適用できない

〈第74回〉「事業場外労働のみなし労働時間制」

（編集部）

────────── 36●労働局ジャーナル

〔大分労働局〕

大分労働局が日田信用金庫に対し
「働き方改革」についての研修を実施

─── 22●裁判例から学ぶ予防法務〈第39回〉

障害を有する者の処遇に不当な差別
行わず可能な限り合理的な配慮を

学校法人原田学園事件

視覚障害有する准教授への職務変更命令等の有効性
（岡山地裁　平成29年３月28日判決）

（弁護士・井澤慎次）


